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使　用　料
月　額 年　額

船長５ｍ未満 2,500 円 30,000 円

船長６ｍ未満 3,500 円 42,000 円

船長６ｍ以上 4,000 円 48,000 円

備考 町外の人の使用料は
1.5 倍になります。

◇尾津漁港（調整港）使用料

◇日時　4月1日（木）
　午後５時15分～午後７時
◇取り扱いをする手続き・交付内容
・転入・転出・転居などの手続き
・各種証明書の交付（戸籍に関する証明を除く）
※印鑑証明は、即日登録・交付ができない場合
があります。
※他市町への照会などを行う必要が生じた場合
は、処理できないことがあります。不明な点
は事前にお問い合せください。
※住所異動などに付随する業務（児童手当、健
康保険など）は、後日改めて手続きが必要で
す。

転入・転出などの
窓口業務延長を行います

問町民福祉課住民係　☎52-5811 　町では小学校１～６年生を対象に子ども医療費
の助成を行ってきましたが、令和3年４月１日よ
り対象を中学校修了までに拡大します。
　対象年齢のお子さまがいる世帯には、すでに案
内文・申請書を送付しています。まだ申請をして
いない場合は手続きをお願いします。なお、案内
が届いていない場合は、お問い合わせください。
◇必要なもの
・お子さまの健康保険証
・令和２年１月１日以降に田布施町に転入した人
は、市町村民税課税額を証明できるもの（令和
２年度課税所得証明または令和２年度町県民税
特別徴収税額通知書）

子ども医療費助成制度の対象年齢を拡大します
問町民福祉課福祉係　☎52-5810

　G
ギ ガ
IGA スクールが実現すると学校はどのような教育が実践されるのでしょうか？

　学習用具（教科書、ノート、筆記用具、黒板など）のありとあらゆるものが ICT 化され、子ども達の授業
スタイルや学びが変わります。これまでの教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図り、児童生徒の力
を最大限に引き出します。

■新たな学びのスタイル

◇一斉学習
　　教師が大型モニターなどを用いて説明し、児
童生徒の興味関心意欲を高める学習から、教師

21 世紀型の新たな学びがはじまります

『学びが変わる学校 ICT』シリーズ②

問学校教育課　☎52-5812

は授業中に児童生
徒一人ひとりの反
応を踏まえた、双
方向型の一斉学習
が可能になります。

◇個別学習
　　同時に同じ内容を学習していた児童生徒が、一人
ひとりの教育的ニーズや、学習状況に応じた個別学
習が可能になり、個々の学習履歴を記録することが
できます。
◇協働学習
　　意見や発表をする児童生徒は限られていました
が、一人ひとりの考えを即時に共有し、子ども同士
で双方向の意見交換が可能になり、多様な意見にも
即時に触れることができます。


